
 

 

１．令和元年第４回定例会議案について 

 

(１) 議案の内訳 

・条例の新規制定及び整備について     ４件 

・条例の一部改正について         ５件 

・令和元年度補正予算について       ８件 

・市道路線の変更及び廃止について     ２件 

・和解について              １件 

合 計                ２０件 

 

(２) 議案の概要 

① 議案第９２号「小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定」 について 

は，「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」の規定に基づき，任期 

付職員を採用することができるようにするため，制定するものです。 

② 議案第９３号「小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定」 

については，地方公務員制度の改正に伴い，一般職の会計年度任用職員の給与等を規 

定するため，制定するものです。 

③ 議案第９４号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係 

条例の整備に関する条例の制定」については， 地方公務員法及び地方自治法の一部を 

改正する法律に基づき，一般職の会計年度任用職員制度が創設されることに伴い，関 

係条例の整備をするものです。 

④ 議案第９５号「小美玉市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定」に 

ついては，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 23条第 1項の規定により，教 

育に関する事務のうち市長が管理し，及び執行する事務を定めるため，制定するもの 

です。 

⑤ 議案第９６号「小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」について 

は，人事院の給与勧告に準じ，職員等の給与改定を実施するため，及び地方公務員法 

の一部改正に伴い，成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項等の適正化等を図るた 

め所要の改正を行うものです。 

⑥ 議案第９７号「小美玉市部等設置条例の一部を改正する条例」については，行政組織 

機構の一部見直しに伴い，所要の改正を行うものです。 

⑦ 議案第９８号「小美玉市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例」については，地域包括支援センター運営協議会 

の組織及び名称の変更に伴い，所要の改正を行うものです。 

⑧ 議案第９９号「小美玉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予 

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の 

一部を改正する条例」については，地域包括支援センター運営協議会の組織及び名称 

の変更に伴い，所要の改正を行うものです。 

⑨ 議案第１００号「小美玉市基金条例の一部を改正する条例」については，教員の総合 

的な教育力向上のための教育研修に必要な資金を積み立てることを目的に「小美玉市 

教員教育研修基金」を新たに設置するため，所要の改正を行うものです。  

⑩ 議案第１０１号「令和元年度小美玉市一般会計補正予算（第３号）」については，歳 

入歳出それぞれ３億９，０１５万８千円を追加し，歳入歳出予算の総額を２４７億 

７，１０２万８千円として提案するものです。 



 

 

⑪ 議案第１０２号「令和元年度小美玉市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」に 

ついては，事業勘定で，歳入歳出それぞれ２０万５千円を追加し，歳入歳出予算の総 

額を５２億９，５６４万１千円とし，また，診療施設勘定白河診療所において，歳入 

歳出それぞれ１０万１千円を追加し，歳入歳出予算の総額を１億３，６２２万４千円 

として提案するものです。 

⑫ 議案第１０３号「令和元年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号）」 

については，歳入歳出それぞれ９９万９千円を追加し，歳入歳出予算の総額を 

５億３，９１８万５千円として提案するものです。   

⑬ 議案第１０４号「令和元年度小美玉市下水道事業特別会計補正予算（第２号）」につ 

いては，歳入歳出それぞれ４，２４１万９千円を追加し，歳入歳出予算の総額を 

１７億８，０７９万９千円として提案するものです。     

⑭ 議案第１０５号「令和元年度小美玉市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）」 

については，歳入歳出それぞれ７万７千円を追加し，歳入歳出予算の総額を 

２億９，８８０万８千円として提案するものです。 

  ⑮ 議案第１０６号「令和元年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）」 

については，歳入歳出それぞれ１万５千円を追加し，歳入歳出予算の総額を 

３，６３０万１千円として提案するものです。     

⑯ 議案第１０７号「令和元年度小美玉市介護保険特別会計補正予算（第２号）」につい 

ては，事業勘定で，歳入歳出それぞれ２，６１５万円を追加し，歳入歳出予算の総額 

を３８億７，９９４万６千円とし，また，介護サービス事業勘定において，歳入歳出 

それぞれ３６万８千円を追加し，歳入歳出予算の総額を７００万円として提案するも 

のです。 

⑰ 議案第１０８号「令和元年度小美玉市水道事業会計補正予算（第２号）」については， 

  収益的支出を８７万１千円追加し，歳入歳出予算の総額を８億２，３２７万８千円と 

  して提案するものです。 

⑱ 議案第１０９号「市道路線の変更」については，上小岩戸地内の市道の一部が，県営 

畑地帯総合整備事業に伴い，２路線の起点の位置を変更するものです。 

  ⑲ 議案第１１０号「市道路線の廃止」については，県営畑地帯総合整備事業に伴い，上 

小岩戸地区５路線を廃止するものです。 

  ⑳ 議案第１１１号「和解」については，大井戸湖岸公園公衆トイレにおいて放火により 

    被害を受けた他４件に対して，損害賠償方法について施設修繕費相当の損害賠償で和 

解する方向で協議が整い，議会の議決を求めるものです。 
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